
山形県循環器病対策推進計画策定の経緯について 
 

１ 国の動向 

〇 「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本

法」（平成 30年法律第 105号。以下「循環器病対策基本法」という。）が平成 30年 12月 14日

に公布され、令和元年 12月１日に施行された。（図１参照） 

 

 〇 循環器病対策基本法第９条第１項の規定に基づき、政府は、循環器病対策推進基本計画を策

定しなければならないとされた。 

また、循環器病対策基本法第 11 条第１項の規定に基づき、都道府県は、都道府県計画を策

定しなければならないとされた。 

 

 〇 令和２年 10月 27日に循環器病対策推進基本計画が閣議決定された。 

＜図１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県の動向 

 〇 令和３年３月 24日に「山形県健康長寿推進協議会」において、「山形県循環器病対策推進計

画」（以下「県計画」という。）を令和３年度に策定することを決定した。 

 

 〇 令和３年８月４日、山形県健康長寿推進協議会設置要綱第６条に基づき、協議会に「循環器

病対策委員会」を設置した。 
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３ 県計画の策定 

（１）検討体制 

  学識経験者、医療、地域保健・職域保健、患者・家族による「循環器病対策委員会」を設置

し、県計画の策定及び本県の循環器病対策の推進に必要な調査検討を行う。 

 

（２）県計画の位置づけ 

   県計画は、「健康長寿日本一」の実現に向け、関連計画と調和を保ちつつ、一体的、総合的に

施策を推進するため、「健康やまがた安心プラン」を構成する諸計画の１つに位置付け、プラン

に追加する。 

「第４次山形県総合発展計画」 

政策の柱４ （政策３）保健・医療・福祉の連携による「健康長寿日本一」の実現 

                      ｜ 

「健康やまがた安心プラン」 

・山形県健康増進計画 ･････････････ 平成25年度から令和５年度まで 

健康増進法に基づく都道府県健康増進計画 

・山形県がん対策推進計画 ･････････ 平成25年度から令和５年度まで 

  がん対策基本法に基づく都道府県がん対策推進計画 

・山形県循環器病対策推進計画 ･････ 令和３年度から令和５年度まで【追加】 

  循環器病対策基本法に基づく都道府県循環器病対策推進計画 

  ※ 「健康長寿日本一」の実現に向け、関連計画と調和を保ちつつ、一体的、総合的に施策を推進する

ため、「健康やまがた安心プラン」を構成する諸計画の１つに位置付け、プランに追加する。 

・山形県歯科口腔保健計画 ･････････ 平成25年度から令和５年度まで 

  歯科口腔保健の推進に関する法律に基づく都道府県の歯科口腔保健の推進に関する基本的事項 

 

 



山形県健康長寿推進協議会設置要綱 
 

（趣旨） 

第１条 健康長寿日本一を目指し、県民一人ひとりが家庭や働く場等あらゆる生活の

場において、生涯にわたって、健やかで心豊かに暮らすことのできる地域社会の実

現を図るため、山形県健康長寿推進協議会（以下「協議会」 という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。  

(1) 健康やまがた安心プランの進捗管理に関すること。 

(2) 県民の生涯を通じた健康づくりに関すること。 

(3) 県民の健康寿命を延ばすための取組みに関すること。 

(4) 地域保健と職域保健の連携による健康づくりに関すること。 

(5) 健康増進に功績のあったものに対する表彰に関すること。 

(6) その他健康長寿日本一の実現のために必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する委員 20名以内で組織する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 保健医療関係者 

 (3) 地域保健関係者 

 (4) 職域保健関係者 

 (5) その他知事が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。  

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が必要に応じて召集し、会長が議長となる。  

２ 委員が会議に出席できない場合は、会長は、代理の者の出席を認めることができ

る。 

３  会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。 

（委員会等） 

第６条 協議会に、必要に応じ、特定の事項について調査検討させるために、委員会

等を置くことができる。  

（幹事会） 

第７条 協議会の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、山形県健康福祉部各課長及び防災くらし安心部消防救急課長の職にあ

る者をもって構成する。 

３ 幹事長は山形県健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課長の職にある者をも

って充てる。 

４ 幹事会は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。  

５ 幹事会に、個別の事項を検討するために幹事長が必要と認めたときは、検討会を

置くことができる。  
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（事務局） 

第８条 協議会等の事務を処理するため、事務局を山形県健康福祉部がん対策・健康

長寿日本一推進課に置く。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 25 年６月 13 日から施行する。 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



 

（任期：令和２年３月２日～令和４年２月 28 日まで） 

  区分 所属 職名 氏 名 備考 

1 
学
識
経
験
者 

米沢栄養大学健康栄養学科 教授 金光 秀子  

2 山形大学公衆衛生学・衛生学講座  教授  今田 恒夫 副会長 

3 保健医療大学看護学科 教授 菅原 京子  

4 

保
健
医
療 

山形県歯科医師会 常務理事 大沼 智之 副会長 

5 山形県医師会 副会長 神村 裕子 会 長 

6 山形県国民健康保険団体連合会 主任 後藤 めぐみ  

7 山形県歯科衛生士会 副会長 佐藤 みどり  

8 山形県看護協会 常任理事 菅野 弘美  

9 やまがた健康推進機構 企画係長 髙橋 淳子  

10 山形県栄養士会 会長 西村 恵美子  

11 地
域
保
健 

長井市健康スポーツ課 係長 鈴木 寛生  

12 舟形町健康福祉課 課長補佐 東村 貴恵  

13 

職
域
保
健 

置賜建設（株） 代表取締役 川野 敬太郎  

14 全国健康保険協会山形支部 
企画総務 

グループ長 
齋藤 義輝  

15 山形航空電子（株） 
総務部 

保健師 
藤沢 菜穂  

16 地
域
の 

実
践
者 

山形県食生活改善推進協議会 副会長 荒木  公子  

17 ＮＰＯ法人元気王国 理事長 佐藤 香奈子  

 

 



 

山形県健康長寿推進協議会循環器病対策委員会運営要領 

 

（目的） 

第１条 山形県健康長寿推進協議会（以下「協議会」という。）は、山形県健康長寿推進協

議会設置要綱第６条に基づき、協議会に循環器病対策委員会（以下「委員会」とい

う。）を置き、「山形県循環器病対策推進計画（仮称）」（以下「県計画」という。）の

策定及び本県の循環器病対策の推進に必要な調査検討を行うものとする。 

 

（役割） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）山形県循環器病対策推進計画（仮称）の策定に関すること。 

（２）本県の循環器病対策の推進に関すること 

 

（組織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成し、座長は、協議会の会長が指名するも

のとする。 

 

（事務局） 

第４条 委員会の事務局は、山形県健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課内に置き、

委員会の庶務を処理する。 

２ 委員会の事務局長は、山形県健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課長とする。 

 

（その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、協議

会の会長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

 この要領は、令和３年７月 27日から施行する。 
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＜循環器病対策委員会＞ 

  所 属 名 職 名 氏 名 備考 

1 山形大学公衆衛生学・衛生学講座 教授 今田 恒夫 座長 

2 山形大学医学部脳神経外科 教授 園田 順彦   

3 山形大学医学部内科学第一講座 教授 渡辺 昌文   

4 山形県立米沢栄養大学健康栄養学科 教授 金光 秀子   

5 山形県立保健医療大学看護学科 教授 菅原 京子   

6 山形県医師会 常任理事 柴田 健彦   

7 舟形町健康福祉課 課長補佐 東村 貴恵   

8 全国健康保険協会山形支部 企画総務グループ長 齋藤 義輝   

9 会社員 事務職 岡崎 和弘    

 


